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(57)【要約】
【課題】操作性を改善する。
【解決手段】折り畳み可能な記録再生装置１００は、折
り畳んだ状態において、第２の筐体２の主面および背面
のいずれが外部に露出するかを検出する。検出結果に基
づき、第１表示部４０を有する主面が露出している場合
には、第１筐体１の面３に設けられた第２表示部３０に
、画像表示の操作入力を受付けるための表示操作部の画
像を表示する。検出結果に基づき、マイクを有する背面
が露出している場合には、第１筐体１の面３に設けられ
た第２表示部３０に、マイクを介した録音操作のための
入力を受付ける録音操作部の画像が表示される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像および音声を含む情報を記録および再生する携帯可能な記録再生装置であって、
　第１の筐体と、主面に画像を表示する第１表示部を有し、且つ、前記主面の背面に録音
のための音声集音部を有した第２の筐体と、を含む筐体部と、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体とを重ね合せ可能に接続するための連結部と、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体とを前記連結部を介して重ね合せることにより前記筐
体部を折り畳んだ状態で、外部への露出面に設けられた第２表示部と、
　前記折り畳んだ状態において、前記主面および前記背面のいずれが外部に露出するかを
検出する面検出手段と、を備え、
　前記折り畳んだ状態において、前記面検出手段の検出結果に基づき、前記第２表示部に
、画像表示の操作入力を受付けるための表示操作部の画像または録音操作入力を受付ける
ための録音操作部の画像を切り替え表示する、記録再生装置。
【請求項２】
　前記第１表示部には、再生される画像が表示され、
　前記表示操作部は、前記第１表示部に再生表示される画像の再生操作入力を受付けるた
めの再生操作部を含む、請求項１に記載の記録再生装置。
【請求項３】
　前記第２表示部は、前記折り畳んだ状態で、前記第１の筐体の外部への露出面に設けら
れる、請求項１または２に記載の記録再生装置。
【請求項４】
　前記折り畳んだ状態で、前記第２表示部が設けられる露出面と、前記主面および前記背
面のうち外部に露出する面とは、同一面内に含まれる、請求項１から３のいずれかに記載
の記録再生装置。
【請求項５】
　前記第１表示部には、撮影される画像が表示され、
　前記表示操作部は、前記第１表示部に表示される撮影画像に関する操作入力を受付ける
ための撮影操作部を含む、請求項１から４のいずれかに記載の記録再生装置。
【請求項６】
　前記撮影操作部は、前記撮影画像を記録するための記録操作部を含む、請求項５に記載
の記録再生装置。
【請求項７】
　前記折り畳まれた状態で、前記面検出手段の検出結果に基づき、前記第２表示部に画像
表示の動作または録音の動作に関する情報を切り替え表示する、請求項１から６のいずれ
かに記載の記録再生装置。
【請求項８】
　前記記録再生装置は、画像再生モードおよび録音モードを含む複数種類の動作モードを
有し、
　前記面検出手段の検出結果に基づき、前記記録再生装置の動作モードとして、前記画像
再生モードまたは前記録音モードを切り替え設定する、請求項１から７のいずれかに記載
の記録再生装置。
【請求項９】
　前記第１の筐体は撮影レンズを、さらに含み、
　前記筐体部が開いた状態にあるとき、前記第１表示部には、前記撮影レンズを介して撮
影される画像が表示される、請求項１から８のいずれかに記載の記録再生装置。
【請求項１０】
　前記第２の筐体の前記主面には、音声を出力するための音声出力部を有する、請求項１
から９のいずれかに記載の記録再生装置。
【請求項１１】
　画像および音声を含む情報を記録および再生する携帯可能な記録再生装置の制御方法で
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あって、
　前記記録再生装置は、
　第１の筐体と、主面に画像を表示する第１表示部を有し、且つ、前記主面の背面に録音
のための音声集音部を有した第２の筐体と、を含む筐体部と、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体とを重ね合せ可能に接続するための連結部と、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体とを前記連結部を介して重ね合せることにより前記筐
体部を折り畳んだ状態で、外部への露出面に設けられた第２表示部と、を備え、
　前記制御方法は、
　前記折り畳んだ状態において、前記主面および前記背面のいずれが外部に露出するかを
検出するステップと、
　前記折り畳んだ状態において、前記検出するステップの検出結果に基づき、前記第２表
示部に、画像表示の操作入力を受付けるための表示操作部の画像または録音操作入力を受
付けるための録音操作部の画像を切り替え表示するステップ、とを備える、記録再生装置
の制御方法。
【請求項１２】
　画像および音声を含む情報を記録および再生する携帯可能な記録再生装置の制御方法を
コンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記記録再生装置は、
　第１の筐体と、主面に画像を表示する第１表示部を有し、且つ、前記主面の背面に録音
のための音声集音部を有した第２の筐体と、を含む筐体部と、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体とを重ね合せ可能に接続するための連結部と、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体とを前記連結部を介して重ね合せることにより前記筐
体部を折り畳んだ状態で、外部への露出面に設けられた第２表示部と、を備え、
　前記制御方法は、
　前記折り畳んだ状態において、前記主面および前記背面のいずれが外部に露出するかを
検出するステップと、
　前記折り畳んだ状態において、前記検出するステップの検出結果に基づき、前記第２表
示部に、画像表示の操作入力を受付けるための表示操作部の画像または録音操作入力を受
付けるための録音操作部の画像を切り替え表示するステップ、とを備える、ことを特徴と
するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は記録再生装置に関し、特に、画像および音声を含む情報を記録および再生す
ることが可能な携帯型の記録再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から画像および音声を含む情報を記録および再生する携帯可能な機器がたとえば特
許文献１に示される。特許文献１に記載の携帯無線通信機は、通信機本体が３つの部材に
分割されるとともに、各分割部材が自在継手を介して互いに回転可能に連結される。上端
の分割部材は電子カメラを有し、中央の分割部材は電子カメラにより撮影した映像を表示
するディスプレイを有し、下端の分割部材はマイクを有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－３１３４５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の携帯無線通信機においては、中央の分割部材に設けられたディスプレイに
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は、撮影した映像または通話、撮影・録音、撮影、録音および送信のための各種操作を受
付けるタッチセンサ機能を備えている。したがって、各分割部材の傾きの程度によっては
、ユーザは、ディスプレイに表示されるタッチセンサによる各種キーを操作しにくくなる
という課題がある。
【０００５】
　それゆえにこの発明の目的は、操作性が改善された携帯可能な記録再生装置を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明のある局面に従うと、画像および音声を含む情報を記録および再生する携帯可
能な記録再生装置は、第１の筐体と、主面に画像を表示する第１表示部を有し、且つ、主
面の背面に録音のための音声集音部を有した第２の筐体と、を含む筐体部と、第１の筐体
と第２の筐体とを重ね合せ可能に接続するための連結部と、第１の筐体と第２の筐体とを
連結部を介して重ね合せることにより筐体部を折り畳んだ状態で、外部への露出面に設け
られた第２表示部と、折り畳んだ状態において、主面および背面のいずれが外部に露出す
るかを検出する面検出手段と、を備える。
【０００７】
　折り畳んだ状態において、面検出手段の検出結果に基づき、第２表示部に、画像表示の
操作入力を受付けるための表示操作部の画像または録音操作入力を受付けるための録音操
作部の画像を切り替え表示する。
【０００８】
　好ましくは、第１表示部には、再生される画像が表示され、表示操作部は、第１表示部
に再生表示される画像の再生操作入力を受付けるための再生操作部を含む。
【０００９】
　好ましくは、第２表示部は、折り畳んだ状態で、第１の筐体の外部への露出面に設けら
れる。
【００１０】
　好ましくは、折り畳んだ状態で、第２表示部が設けられる露出面と、主面および背面の
うち外部に露出する面とは、同一面内に含まれる。
【００１１】
　好ましくは、第１表示部には、撮影される画像が表示され、表示操作部は、第１表示部
に表示される撮影画像に関する操作入力を受付けるための撮影操作部を含む。
【００１２】
　好ましくは、撮影操作部は、撮影画像を記録するための記録操作部を含む。
　好ましくは、折り畳まれた状態で、面検出手段の検出結果に基づき、第２表示部に画像
表示の動作または録音の動作に関する情報を切り替え表示する。
【００１３】
　好ましくは、記録再生装置は、画像再生モードおよび録音モードを含む複数種類の動作
モードを有し、面検出手段の検出結果に基づき、記録再生装置の動作モードとして、画像
再生モードまたは録音モードを切り替え設定する。
【００１４】
　好ましくは、第１の筐体は撮影レンズを、さらに含み、筐体部が開いた状態にあるとき
、第１表示部には、撮影レンズを介して撮影される画像が表示される。
【００１５】
　好ましくは、第２の筐体の主面には、音声を出力するための音声出力部を有する。
　この発明の他の局面に従う、上述した記録再生装置の制御方法は、折り畳んだ状態にお
いて、主面および背面のいずれが外部に露出するかを検出するステップと、折り畳んだ状
態において、検出するステップの検出結果に基づき、第１表示部に、画像表示の操作入力
を受付けるための表示操作部の画像または録音操作入力を受付けるための録音操作部の画
像を切り替え表示するステップ、とを備える。



(5) JP 2011-228939 A 2011.11.10

10

20

30

40

50

【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、面検出手段の検出結果に基づき、第２表示部には、画像の再生操作入
力を受付けるための再生操作部の画像および録音操作入力を受付けるための録音操作部の
画像が切り替え表示される。したがって、第１表示部を介して再生表示される画像を見な
がら、第２表示部３０に表示される再生操作部の画像を操作することにより、画像の再生
操作を行なうことができる。また、集音部から録音しながら、第２表示部に表示される録
音操作部の画像をタッチ操作することにより、録音操作を行なうことができて、良好な操
作性を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態に係る記録再生装置の外観図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る再生操作部の表示の一例を示す図である。
【図３】図２の姿勢から第２の筐体を起立させた状態の斜視図である。
【図４】図３の状態から第２の筐体を回転させた状態の斜視図である。
【図５】図４の状態において第２の筐体の主面側から見た斜視図である。
【図６】図５の状態から第２の筐体を回転させた状態の斜視図である。
【図７】筐体部が折り畳まれた場合に、第２の筐体の背面が外部に向けられた状態を示す
斜視図である。
【図８】筐体部が折り畳まれた場合に、第２の筐体の主面が外部に向けられた状態を示す
斜視図である。
【図９】本実施の形態に係る記録再生装置の機能構成図である。
【図１０】本実施の形態に係る記録再生装置の処理フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照し説明する。なお、各図中の同一符号
は、同一または相当部分を指す。
【００１９】
　図１の（Ａ）は、本実施の形態に係る記録再生装置の筐体部が折り畳まれた状態の外観
斜視図であり、（Ｂ）は左側面図、（Ｃ）は右側面図、（Ｄ）は背面図である。記録再生
装置１００の筐体部である本体６は、第１の筐体１と第２の筐体２とを含む。
【００２０】
　第２の筐体２は、当該筐体の主面において第１表示部４０と再生される音声を出力する
ためのスピーカ３０Ａを有し、かつ主面に対向する当該筐体の背面においては録音のため
の音声集音部に相当するマイク（後述するマイク３０Ｂ）を有する。第１の筐体１は、撮
影のために、被写体方向に向けられる撮影レンズ１０を含む。記録再生装置１００は、第
２の筐体２を第１の筐体１に重ね合わせ可能に接続するためのヒンジ機構に相当する連結
部４１を備える。連結部４１を介して第２の筐体２を第１の筐体１に重ね合わせることに
より、本体６は折り畳み可能に構成される。第１の筐体１は第２の筐体２が重ね合わせら
れた状態で外部に露出する面３において、ユーザによる操作入力を受付けるための操作部
（スイッチ、ボタンなど）の画像を表示する第２表示部３０を有する。
【００２１】
　第１表示部４０は、たとえば液晶ディスプレイなどからなる。第２表示部３０は、表示
一体型入力装置であるタッチパネルからなる。タッチパネルは、液晶パネルのような表示
装置とタッチパッドのような位置入力装置を一体的に組み合わせて構成される。画面上の
表示画像を、タッチパッドを介してタッチ（押下）操作することで、タッチ位置がタッチ
センサ機能により読取られて、当該表示画像に対応するデータ・指示が入力される。
【００２２】
　折り畳まれた状態において、第２表示部３０を有した面３は、第２の筐体２の外部に露
出する面（主面または背面）の延長上に位置する。すなわち、面３と当該露出する面とは
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、同一面の異なる領域に位置するように配されている。したがって、ユーザは、第１表示
部４０の表示画面を見ながら、第２表示部３０に表示される操作部の操作を容易にするこ
とができる。
【００２３】
　また、第１の筐体１の側面においては、撮影レンズ１０を介して被写体画像を撮影する
ために操作されるスイッチ１３１および１３２が設けられる（図１の（Ｃ）参照）。スイ
ッチ１３１はシャッターキーに相当する。スイッチ１３２は、録画開始を指示するときに
押下されて、録画開始後に録画終了を指示するときに再度押下される。また、スイッチ１
３２は、第１の筐体１の側面に沿ってスライド操作可能であり、スライド操作することに
より、ズームレンジの切り替え操作をすることができる。
【００２４】
　図１の（Ａ）には第２の筐体２の短辺と平行に延びる仮想のＺ軸と、長辺に平行に延び
る仮想のＹ軸が示される。Ｚ軸とＹ軸は直交する。図１の（Ａ）を参照して、第２の筐体
２は、連結部４１によって、Ｚ軸を中心に回転可能に第１の筐体１に取付けられている。
Ｚ軸を中心に第２の筐体２が回転し、その結果、第２の筐体２は第１の筐体１に対して略
垂直となるまで起立するように回転する。また、第２の筐体２がＺ軸を中心に回転して開
いた状態であるとき（折り畳まれた状態でないとき）、第２の筐体２は、連結部４１を介
して、Ｙ軸を中心に回転可能に第１の筐体１に取付けられており、いわゆるスイベール機
能を実現できるようになっている。したがって、連結部４１は、第２の筐体２のＺ軸を中
心とした回転と、Ｙ軸を中心にした回転とを支持するための支持部材として機能する。
【００２５】
　本実施の形態に係る記録再生装置１００は、折り畳まれた状態において、第２の筐体２
の主面（第１表示部４０の面）および背面（後述のマイク３０Ｂの面）のいずれが、外部
に露出しているかを検出する面検出機能を有する。面検出機能の検出結果に基づき、第２
表示部３０には、画像の再生操作入力を受付けるための再生操作部の画像および録音操作
入力を受付けるための録音操作部の画像が切り替え表示される。
【００２６】
　したがって、第１表示部４０を介して再生表示される画像を見ながら、第２表示部３０
に表示される再生操作部の画像（スイッチまたはボタンの画像）をタッチ操作することに
より、画像の再生操作を行なうことができる。また、マイク３０Ｂから録音しながら、第
２表示部３０に表示される録音操作部の画像（スイッチまたはボタンの画像）をタッチ操
作することにより、録音操作を行なうことができる。
【００２７】
　図２には、折り畳まれた状態で、第２の筐体２の背面が折り畳まれた状態の内面側に位
置し、主面が外面（露出面）に位置した場合には、第２表示部３０においては、露出面（
主面）の第１表示部４０で画像を再生表示するための再生操作部の画像が表示される。再
生操作部の画像としては、画像の再生操作のための入力を受付ける各種ボタン（早送り・
巻き戻し、音量調整（プラス・マイナスの記号）、再生開始／停止のための操作ボタンな
ど）の画像が表示される。ユーザは、第２表示部３０に表示された操作ボタンをタッチす
ることにより、操作指示を入力する。入力された操作指示は、受付けられて、受付けられ
た操作指示に基づき第１表示部４０における画像の再生動作が制御される。
【００２８】
　図３には、図２の状態から、ユーザが第２の筐体２をＺ軸を中心に矢印Ｂの方向に回転
させることにより、第２の筐体２が第１の筐体１に対して略垂直となるまで起立した状態
が示される。本体６が、図３の姿勢をとるとき、第１の筐体１に設けられた電源スイッチ
１３３が外部に露出する状態となる。
【００２９】
　記録再生装置１００は、連結部４１に関連して、第２の筐体２の回転角度を検出するた
めの角度センサ５１および５２を備える。角度センサ５１は、Ｙ軸を中心とした第２の筐
体２の回転角度を検出し、角度センサ５２は、Ｚ軸を中心とした第２の筐体２の回転角度
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を検出する。
【００３０】
　図３を参照して、記録再生装置１００は、本体６の開閉（折り畳まれているか否か）を
検出するために、第２の筐体２に設けられたマグネット４Ａと、第１の筐体１に設けられ
てマグネット４Ａの磁力を検知するセンサ４Ｂを備える。マグネット４Ａとセンサ４Ｂは
、折り畳まれた状態において両者が対向するような位置に設けられている。したがって、
センサ４Ｂの検知出力に基づいて、本体６が折り畳まれた状態（図１または図２の状態）
であるか否か、すなわち開閉を判定することができる。
【００３１】
　また、角度センサ５１および５２の検出出力に基づき、第２の筐体２のＺ軸を中心とし
た回転角度と、Ｙ軸を中心とした回転角度とを判定することができる。
【００３２】
　図３の姿勢において、ユーザが第２の筐体２をＹ軸を中心に回転させることによって、
第２の筐体２の背面（マイク３０Ｂが設けられた面）が向く方向が、撮影レンズ１０の向
く方向と一致した状態が図４に示される。図５には、図４の状態において、第２の筐体２
の主面側から見た外観が示される。図４と図５は、撮影レンズ１０を介して被写体を撮影
するための姿勢を示す。撮影方向（被写体の方向）に向けられる撮影レンズ１０を介して
撮影される被写体の画像は、第１表示部４０を介してリアルタイムに表示されるので、撮
影時には、第１表示部４０は撮影者のためのビューファインダとして機能する。また、図
４の姿勢では、マイク３０Ｂが音声を集音する方向は、撮影方向（被写体の方向）に対応
するので、撮影画像とともに効果的に音声を入力することができる。
【００３３】
　図４（または図５）の姿勢において、ユーザが第２の筐体２を、Ｙ軸を中心に回転させ
ることにより、図６の状態とすることができる。図６の姿勢において、ユーザが第２の筐
体２をＺ軸を中心に矢印Ｂ方向に回転させることにより、本体６は図７のように折り畳ま
れた状態となる。図７の状態では、第２の筐体２の主面（第１表示部４０の面）は折り畳
まれた本体６の内面側に位置し、背面（マイク３０Ｂの面）は外部に露出する位置となる
。
【００３４】
　図７ではマイク３０Ｂは外部に露出するので、周囲の音声を効率的に集音することがで
きる。図７の状態では、第２表示部３０には、マイク３０Ｂを介した録音のための録音操
作部の画像が表示される。録音操作部の画像としては、録音操作のための入力を受付ける
各種ボタン（録音モードを切り替えるボタン、マイク感度調整（プラス・マイナスの記号
）、音声起動録音（VCVA（Variable Control Voice Actuatorの略）録音）の設定ボタン
、録音の開始／停止のボタンなど）の画像が表示される。ユーザは、第２表示部３０に表
示された録音操作部の画像の操作ボタンをタッチすることにより、操作指示を入力する。
入力された操作指示は、受付けられて、受付けられた操作指示に基づきマイク３０Ｂを介
した集音動作および録音動作が制御される。
【００３５】
　図７の姿勢において、ユーザが第２の筐体２をＺ軸およびＹ軸を中心に回転させること
により、本体６の姿勢を図７→図６→図４（または図５）→図３→図２と変化させて、図
８の姿勢に設定することができる。図８では、第２表示部３０には、第１表示部４０で画
像を再生表示するための再生操作部の画像が表示される（図２を参照）。
【００３６】
　図９を参照して本実施の形態に係る記録再生装置１００の構成について説明する。
　記録再生装置１００は、制御部１１０、記憶部１２０、スイッチ１３１，１３２，１３
３を含む操作部１３０、第１表示部４０、撮影レンズ１０に関連する光学系制御部１５０
および光学系１５１、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）からなる撮影素子１６１および
これを制御する撮影素子制御部１６０、映像処理部１７０、ＡＤ（Analog Digital）変換
部１７１、音声処理部１８０、マイク３０Ｂを含むマイク部１８１、スピーカ３０Ａを含
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むスピーカ部１８２、および圧縮伸張処理部１９０を備える。
【００３７】
　記録再生装置１００は、さらに、第２表示部３０の表示動作を制御する表示制御部６０
、角度センサ５１と５２の検出信号を入力し、入力した検出信号に基づき第２の筐体２の
Ｚ軸およびＹ軸を中心とした回転角度を検出する角度検出部５４、センサ４Ｂの検出信号
を入力し、入力した検出信号に基づき本体６の開閉（折り畳まれているか否か）を検出す
る開閉検出部５３を備える。
【００３８】
　表示制御部６０は、記憶部１２０の所定領域に予め記憶された操作部表示のための画像
データ、または制御部１１０から与えられるデータに基づき、第２表示部３０に画像を表
示する。
【００３９】
　なお、センサ４Ｂの検出出力に代替して、角度センサ５２の検出角度を用いてもよい。
角度センサ５２のＺ軸を中心とした第２の筐体２の検出角度に基づけば、本体６が折り畳
まれた状態か、開いた状態かを判定することができる。
【００４０】
　上述した各部は、バスなどの伝送路を経由して相互にデータ・信号を送受信する。
　記憶部１２０は、ＲＯＭ（Read Only Memory）（たとえば、フラッシュメモリ）などの
不揮発性メモリおよびＲＡＭ（Random Access Memory）（たとえば、ＳＤＲＡＭ（synchr
onous Dynamic Random Access Memory））などの揮発性メモリ、ならびに、着脱自在のメ
モリカード１２１（たとえば、ＳＤメモリカードおよびＵＳＢ（Universal Serial Bus）
メモリ）のデータを読書きするためのメモリカードスロットを含む。メモリカード１２１
に、記録再生装置１００で録音された音声データまたは撮影された画像データを格納する
ことによって、外部の情報処理装置に当該メモリカード１２１を介して、これら録音され
た音声データまたは画像データを転送することができる。なお、データ転送は、メモリカ
ードなどの記録媒体によるものに限定されず、記録再生装置１００が外部機器との通信機
能を備える場合には、通信（有線・無線）により為されるとしてもよい。
【００４１】
　なお、記憶部１２０は、不揮発性メモリおよび揮発性メモリなどの半導体メモリに加え
てまたは替えて、他の内部記憶装置、たとえば、ハードディスクドライブを含むようにし
てもよい。また、記憶部１２０は、メモリカードスロットに加えてまたは替えて、他の外
部記憶装置、たとえば、光ディスク（たとえば、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）およ
びＢＤ（Blue-ray Disc））などの記録媒体のデータを読書きする装置を含むようにして
いもよい。
【００４２】
　記憶部１２０は、記録再生装置１００を制御するためのプログラムのデータ、記録再生
装置１００を制御するためのデータ、記録再生装置１００の各種機能を設定するための設
定データ、および、記録再生装置１００によって撮影された静止画または動画のデータ、
マイク部１８１によって集音された音声データなどを記憶する。
【００４３】
　また、記憶部１２０は、プログラムが実行されるときのワークメモリ、および、撮影処
理が行なわれるときのバッファメモリなどとして用いられる。
【００４４】
　また、記憶部１２０の所定の記憶領域には角度データＤ１、Ｄ２およびＤ３、ならびに
モードデータＭが予め格納される。
【００４５】
　角度データＤ１は、本体６が折り畳まれて、且つ、第１表示部４０の主面が露出してい
る状態（図２、図８など）であるときの角度センサ５１と５２による検出角度を指す。角
度データＤ２は、本体６が折り畳まれて、且つ、マイク３０Ｂが設けられた第２の筐体の
背面が露出している状態（図７など）であるときの角度センサ５１と５２による検出角度
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を指す。角度データＤ３は、本体６が開いた状態であり、且つ、第２の筐体２がビューフ
ァインダとして機能し得る姿勢（図４、図５など）であるときの角度センサ５１と５２に
よる検出角度を指す。これらの角度データは予め実験により検出されて格納されている。
【００４６】
　モードデータＭは記録再生装置１００の現在の動作モードを指す。記録再生装置１００
は、画像再生モード、録音モード、撮影する画像を録画する録画モードなどの複数種類の
動作モードを有する。
【００４７】
　制御部１１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を含み、記憶部１２０に記憶さ
れた記録再生装置１００を制御するためのプログラムの命令コード・データに従って、他
の各部の動作を制御する。制御部１１０は、モードデータＭに設定されたデータに基づき
、各部を設定された動作モードに従って制御する。これにより、記録再生装置１００の動
作モードが切替えられる。
【００４８】
　ここで、記録再生装置１００は、汎用的なアーキテクチャを有している制御部１１０の
ＣＰＵを含むコンピュータであり、予めインストールされたプログラムを実行することで
、後述のフローチャートに従う処理を含む各種機能を提供する。このような汎用的なコン
ピュータを利用する場合には、本実施の形態に従う機能を提供するためのアプリケーショ
ンに加えて、コンピュータの基本的な機能を提供するためのＯＳ（Operating　System）
がインストールされていてもよい。この場合には、本実施の形態に従うプログラムは、Ｏ
Ｓの一部として提供されるプログラムモジュールのうち、必要なモジュールを所定の配列
で所定のタイミングで呼出して処理を実行させるものであってもよい。すなわち、本実施
の形態に従うプログラム自体は、上記のようなモジュールを含んでおらず、ＯＳと協働し
て処理が実行される。本実施の形態に従うプログラムとしては、このような一部のモジュ
ールを含まない形態であってもよい。
【００４９】
　さらに、本実施の形態に従うプログラムは、他のプログラムの一部に組み込まれて提供
されるものであってもよい。その場合にも、プログラム自体には、上記のような組み合わ
せられる他のプログラムに含まれるモジュールを含んでおらず、当該他のプログラムと協
働して処理が実行される。すなわち、本実施の形態に従うプログラムとしては、このよう
な他のプログラムに組込まれた形態であってもよい。
【００５０】
　なお、プログラムの実行により提供される機能の一部もしくは全部を専用のハードウェ
ア回路として実装してもよい。
【００５１】
　図１０のフローチャートを参照して、本実施の形態に係る第２表示部３０における表示
制御に関する処理について説明する。
【００５２】
　動作において、制御部１１０は、電源スイッチ１３３が操作されて電源ＯＮされると、
本体６が折り畳まれた状態（閉状態）であるか開状態であるかを、開閉検出部５３により
検出する（ステップＳ３）。続いて、制御部１１０は、第２の筐体２の回転角度を角度検
出部５４が出力する角度センサ５１，５２により検出する（ステップＳ５）。これらの検
出値は検出される都度、記憶部１２０の所定領域に格納される（後述のステップＳ２５参
照）。
【００５３】
　制御部１１０は、今回検出した開閉状態と回転角度との検出値と、記憶部１２０に格納
された前回の検出値とを比較し（ステップＳ７）、比較結果に基づき、今回の検出値が前
回検出値と同じか否かを判定する（ステップＳ９）。今回の検出値は前回検出値と同じで
あると判定されると（ステップＳ９でＹＥＳ）、電源スイッチ１３３が操作されて電源Ｏ
ＦＦ操作がされたか否かが判定される（ステップＳ２７）。電源ＯＦＦ操作されたと判定
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されると（ステップＳ２７でＹＥＳ）、各部への電力供給は断たれて一連の処理は終了す
る。
【００５４】
　電源ＯＦＦ操作されないと判定されると（ステップＳ２７でＮＯ）、処理はステップＳ
３に戻り、以降の処理が同様に行なわれる。
【００５５】
　一方、今回検出した開閉状態およびＺ軸またはＹ軸を中心とした第２の筐体２の回転角
度が、前回の検出値と同じではないと判定されると（ステップＳ９でＮＯ）、検出された
開閉状態の値およびＺ軸およびＹ軸を中心とした第２の筐体２の回転角度と、記憶部１２
０から読み出した角度データＤ１～Ｄ３それぞれが指す値とを比較する。そして、比較結
果に基づき、第２表示部３０に表示するべき操作部の画像を切り替える（ステップＳ１０
）。ステップＳ１０では、本体６を折り畳んだ状態において、第２の筐体２の主面および
背面のいずれが外部に露出するかを検出する面検出処理に相当する。
【００５６】
　具体的には、比較結果に基づき、検出された開閉状態の値および回転角度は、角度デー
タＤ１の値を指示すると判定すると（ステップＳ１０で“再生”）、動作モードを画像再
生モードに移行させるために、動作モードの設定変更が必要か否かを判定する（ステップ
Ｓ１１ｂ）。つまり、モードデータＭが指す現在の動作モードが“画像再生モード”を指
示するか否かを判定し、指示しないと判定すると（ステップＳ１１ｂでＹＥＳ）、動作モ
ードを、画像再生モードに切り替える（ステップＳ１３）。そして、モードデータＭを、
画像再生モードを指示するように更新する。画像再生モードにおいては、記憶部１２０か
ら読み出された画像は、第１表示部４０に表示される（ステップＳ１３）。また、第２表
示部３０には、制御部１１０の制御のもとに、表示制御部６０によって画像再生操作部の
画像が表示される（ステップＳ１５）。
【００５７】
　なお、モードデータＭが指す現在の動作モードが“画像再生モード”を指示すると判定
すると（ステップＳ１１ｂでＮＯ）、動作モードおよび第２表示部３０に表示される操作
部の画像を変更することなく、処理は後述のステップＳ２５に移行する。
【００５８】
　一方、比較結果に基づき、検出された開閉状態の値および回転角度は、角度データＤ２
の値を指示すると判定すると（ステップＳ１０で“録音”）、動作モードを録音モードに
移行させるために、動作モードの設定変更が必要か否かを判定する（ステップＳ１１ｄ）
。つまり、モードデータＭが指す現在の動作モードが“録音モード”を指示するか否かを
判定し、指示しないと判定すると動作モードを、録音モードに切り替える（ステップＳ２
１）。そして、モードデータＭを、録音モードを指示するように更新する。録音モードに
おいては、マイク３０Ｂで集音された音声データは記憶部１２０の所定記憶領域に記憶さ
れる（ステップＳ２１）。録音モードでは、第１表示部４０への電力供給はされないので
、第１表示部４０には画像は表示されないが、第２表示部３０には、制御部１１０の制御
のもとに、表示制御部６０によって録音操作部の画像が表示される（ステップＳ２１）。
【００５９】
　なお、モードデータＭが指す現在の動作モードが“録音モード”を指示すると判定する
と（ステップＳ１１ｄでＮＯ）、動作モードおよび第２表示部３０に表示される操作部の
画像を変更することなく、処理は後述のステップＳ２５に移行する。
【００６０】
　比較結果に基づき、検出された開閉状態の値および回転角度は、角度データＤ３の値を
指示すると判定すると（ステップＳ１０で“録画”）、動作モードを録画モードに移行さ
せるために、動作モードの設定変更が必要か否かを判定する（ステップＳ１１ｃ）。つま
り、モードデータＭが指す現在の動作モードが“録画モード”を指示するか否かを判定し
、指示しないと判定すると（ステップＳ１１ｃでＹＥＳ）、動作モードを、録画モードに
切り替える（ステップＳ１７）。そして、モードデータＭを、録画モードを指示するよう
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に更新する。録画モードにおいては、撮影レンズ１０から入力される被写体の画像は、第
１表示部４０に表示され（ステップＳ１７）、また、記憶部１２０の所定領域に格納され
る。録画モードでは、第２表示部３０への電力供給はされないので、第２表示部３０には
操作部の画像は表示されない（ステップＳ１９）。
【００６１】
　なお、モードデータＭが指す現在の動作モードが“録画モード”を指示すると判定する
と（ステップＳ１１ｃでＮＯ）、動作モードおよび第２表示部３０に表示される操作部の
画像を変更することなく、処理は後述のステップＳ２５に移行する。
【００６２】
　比較結果に基づき、検出された開閉状態の値および回転角度は、角度データＤ１～Ｄ３
の値のいずれも指示しないと判定すると（ステップＳ１０で“その他”）、動作モードの
変更はすることなく、および第２表示部３０への電力の供給を遮断して表示をＯＦＦする
（なお、表示が既にＯＦＦの場合には、表示をＯＦＦするための処理は行われない）。そ
して、処理は後述のステップＳ２５に移行する。
【００６３】
　ステップＳ２５の処理では、制御部１１０は、ステップＳ３およびステップＳ５で今回
検出された値を記憶部１２０の所定領域に格納する。その後、処理はステップＳ３に移行
し、以下の処理が同様に行われる。
【００６４】
　なお、図１０のフローチャートにおいては、ステップＳ２５の処理は、ステップＳ３お
よびステップＳ５の検出処理後に実行されるようにしてもよい。
【００６５】
　（他の実施の形態）
　上述の実施の形態では、第２表示部３０には、画像再生および録音の動作に関する情報
（再生画像の録画日付、録音のメモリ残量またはマイク感度などの情報）を、操作部の画
像（スイッチまたはボタンの画像）と同時に、またはこれとは個別に、表示するようにし
てもよい。
【００６６】
　また、本体６は第１の筐体１と第２の筐体２の２個の筐体からなるとしているが、３個
以上の筐体からなるとしてもよい。
【００６７】
　また、録音された音声データを、図２のように本体６を置いた状態で、第２の筐体２の
主面のスピーカ３０Ａを介して再生し出力することもできる。この場合には、第１表示部
４０に音声再生動作に関する情報（再生されている音声ファイル名、残りの再生データ量
、スピーカ音量など）を表示するようにしてもよい。
【００６８】
　また、第２の筐体２の背面においてスピーカを設けても良い。その場合には、たとえば
図７の状態のように背面のスピーカを外部に露出するように本体６を置いて、音声を再生
出力するようにしてもよい。この場合の音声再生出力時には、第２表示部３０には、音声
再生のための操作部（スイッチまたはボタン）の画像が表示される。また、操作部画像と
同時に、または個別に、第２表示部３０には、上述の音声再生動作に関する情報を表示す
るようにしてもよい。
【００６９】
　上述の実施の形態では、録画モード時には、第２表示部３０では表示がされないとした
が、録画のための記録操作・撮影操作のための操作部（輝度調整、手ぶれ補正の有無、静
止画／動画の別を指定するスイッチなど）の画像が表示されてもよい。また、操作部画像
と同時に、または個別に録画動作または撮影動作に関する情報（被写体の明るさ情報、ピ
ント調整情報など）を表示するようにしてもよい。
【００７０】
　さらに、上述の実施の形態に示す図１０の処理フローチャートに従うプログラムを含む
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各種のプログラムはコンピュータなどの機械が読み取り可能な記録媒体に格納される。記
録媒体としては、記憶部１２０に適用される、たとえばＣＤ－ＲＯＭ、ＲＯＭ、ＲＡＭお
よびメモリカードなどの各種の記憶媒体である。また、ネットワークを介したダウンロー
ドによって、プログラムを提供することもできる。
【００７１】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【００７２】
　１　第１の筐体、２　第２の筐体、３　面、４Ａ　マグネット、４Ｂ　センサ、６　本
体、１０　撮影レンズ、３０　第２表示部、３０Ａ　スピーカ、３０Ｂ　マイク、４０　
第１表示部、４１　連結部、５１，５２　角度センサ、５３　開閉検出部、５４　角度検
出部、６０　表示制御部、１００　記録再生装置、１１０　制御部、１２０　記憶部、１
２１　メモリカード、１３０　操作部、１８１　マイク部、１８２　スピーカ部、１９０
　圧縮伸張処理部、Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３　角度データ、Ｍ　モードデータ。

【図１】 【図２】
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